
四日市市告示第１８０号 

 四日市市休日保育事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。  

  令和８年３月３１日 

                     四日市市長  森 智広 

 

四日市市休日保育事業実施要綱の一部を改正する要綱 

四日市市休日保育事業実施要綱（平成２３年四日市市告示第３３８号）の一部を次

のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（保育士等の配置） （保育士の配置） 

第７条 本事業は、担当する保育士（三

重県の区域に係る法第１８条の２９に

規定する地域限定保育士（以下「地域限

定保育士」という。）を含む。）又は保

育教諭（以下「保育士等」という。）を

各実施園に２名以上配置するものとす

る。この場合において、保育士等の数は、

最低基準第３３条第２項により児童の

年齢に応じて定められる基準を満たす

ものとする。 

第７条 本事業は、担当する保育士また

は保育教諭（以下「保育士等」という。）

を各実施園に２名以上配置するものと

する。この場合において、保育士等の数

は、最低基準第３３条第２項により児童

の年齢に応じて定められる基準を満た

すものとする。 

 

改正後 

別表１（第６条関係） 

名称 公私 所在地 

西浦保育園 私 四日市市久保田二丁目５番３号 

日の本保育園 私 四日市市松原町３番２号 

こっこ保育園 私 四日市市東日野町字道之上９８６番地１ 

かすみ園 私 四日市市白須賀一丁目１２番８号 

 
 

 



改正前 

別表１（第６条関係） 

名称 公私 所在地 

西浦保育園 私 四日市市久保田二丁目５番３号 

日の本保育園 私 四日市市松原町３番２号 

こっこ保育園 私 四日市市東日野町字道之上９８６番地１ 

 
 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（こども未来部保育幼稚園課） 


